
在留邦人各位 

 

平成２４年１月２５日 

在ジュネーブ出張駐在官事務所 

 

ティチーノ州における領事出張サービスのお知らせ 

 

この度、下記の日程にてティチーノ州在留邦人の皆様に対する領事出張サービスを開催しますので

お知らせいたします。 

 

記 

 

日 時 ：平成２４年  ３月２日（金）  １３：００～１６：００ 
会 場 ：ＨＯＴＥＬ ＣＯＬＯＲＡＤＯ ＬＵＧＡＮＯ 

Ｖｉａ Ｃｌ．Ｍａｒａｉｎｉ １９ 
ＣＨ６９０７ Ｌｕｇａｎｏ ７ 
Tel:０９１－９９４-１６３１ 
 

 

 

領事事務受付内容 

   選 挙：在外選挙人名簿登録申請の受付 

            ※海外での居住が３か月未満の方でも登録申請ができます。 

   在留届：在留届提出の受付 

旅 券：現旅券の残存有効期間が１年未満の場合の切替発給、ＩＣ旅券への切替発給及び出生した子
への新規発給 

※ご希望の方は、事前に申請書等をご提出いただく必要がありますので、２月１６日(木)までに必ず当

事務所までご連絡下さい。 

                 (６ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要になる場合がございます) 

                 また、当日も旅券に関する申請（新規・切替・訂正）を受付しますが、 

当日受付分につきましては、後日、当事務所にてお渡しすることになりますので、予めご了承下さい。 

   証 明：在留証明、署名証明、翻訳証明、運転免許証の仏語訳 

        戸籍謄本に基づく出生、婚姻証明等の受付 

        （証明書関係の書類のお渡しは郵送になります） 

   戸 籍：出生、婚姻等戸籍関係届の受付 

   国 籍：国籍選択届等の受付 

※上記の領事事務手続きを申請希望の方は、必要書類等をお知らせ致しますので、必ず事前に

お問い合わせ下さい。 
 

その他、出張駐在官事務所に対するご意見ご希望等などありましたら、この機会に気軽にお話し下

さい。 


